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令和７年度 岩見沢プレミアム建設券　当選者決定！！
～倍率1.5倍　厳正なる抽選の結果、当選率は60.7％～
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・令和７年度通常会員総会　開催
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無料法律相談会当　 所
会員限定

令和７年８月21日木
15:00〜17:00開催日時 相談員

弁護士法人PLAZA総合法律事務所
　弁護士　馬 場 　 聡

好評 ～ささいなことでも
　　　　　お気軽に～

第２回目の抽選が６月17日に終了し、令和７年度の建設券当選者が決定しました。

抽選結果は、岩見沢プレミアム建設券事業ホームページで確認できます。

区分
申込 当選 当選率

（件数）件数 口数 件数 口数

第１回 882件 9,998口 630件 7,201口 71.4％

第２回 768件 8,295口 337件 3,721口 43.9％

実申込 1,420件 15,707口 962件 10,803口 60.7％

販売期間 ９月30日（火）まで

有効期間 11月30日（日）まで

換金期間 12月19日（金）まで

【問合先】
　岩見沢プレミアム建設券事業実行委員会
　　岩見沢市１条西１丁目　岩見沢商工会議所内
　　　TEL 22-3445　　FAX 22-3441

【令和7年度　抽選結果】

【HP】 https://www.iwamizawacci.or.jp/kensetuken2025/

【今後の流れ】
第２回抽選会（６月17日実施）

　広域的な課題解決や地域経済の活性化等への対応のため、平成26年度
から江別・栗山・岩見沢商工会議所の正副会頭による３商工会議所連携
懇談会を開催(持ち回り方式)し、新たな事業の創出やビジネスチャンス
の拡大、地域の魅力発信等について情報交換を行っています。近年はコ
ロナ禍により開催を見合わせておりましたが６年ぶりに連携懇談会を開
催し、地域の課題等について情報共有しました。

江別・栗山・岩見沢の３商工会議所正副会頭の
皆様にご参加いただきました

江別・栗山・岩見沢による３商工会議所
連携懇談会を開催しました R7.6.30開催
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６月23日に令和７年度第１回通常議員総会を開催しま

した。

●永年勤続役員議員表彰

開会に先立ち、役員・議員・職員の永年勤続表彰を行

い、北海道商工会議所連合会会頭からの感謝状が授与さ

れました。

（勤続20年）　会　　頭　松浦　淳一　様

（勤続10年）　副 会 頭　木村　　聡　様

（勤続20年）　常 議 員　北澤　治雄　様

（勤続20年）　常 議 員　中路　幹雄　様

（勤続20年）　常 議 員　武蔵　輝彦　様

（勤続20年）　議　　員　小倉　和彦　様

（勤続35年）　職　　員　春田　哲也　様

（勤続25年）　職　　員　高舘　寿幸　様

（勤続10年）　職　　員　畠山　歩美　様

●会頭挨拶

昨年は、61年ぶりに第72回全道商工会議所大会が岩見沢

で行われました。色々な場所で岩見沢の全道大会は良かっ

たよ、と評価を受けます。議員の皆様、青年部の皆様、携

わっていただいたすべての皆様のおかげです。私が経験し

た最も素晴らしい全道大会にしていただきまして、深く感

謝申し上げます。また、昨日、今年度２回目の岩見沢プレ

ミアム建設券の抽選が終わりました。これまで１万２千件

の申請の中でトラブルなく無事に11年間行えたのは、岩見

沢市、金融機関、市内の建設業者、市民の皆さんのおかげ

です。会員の皆様がきちんと商売できるような形にするこ

とが商工会議所の役目だと思います。10月末の30期締めま

で頑張りたいと思います。

第１回通常議員総会の審議・報告事項は次のとおりです。

なお、各議案とも異議なく可決されました。

■付議事項

議案第１号　�岩見沢商工会議所　諸規程の一部改正（案）

について

　①岩見沢商工会議所定款の一部改正（案）について

議案第２号　令和６年度事業報告（案）について

　◆概要

①会員数　959件

②会費負担口数　5,049口

③主催会議等　101回

④他団体出席会議等　25回

⑤各種事業活動

　・第72回全道商工会議所大会事業

　・経営発達支援計画事業

　・外国人材受け入れ環境整備事業

　・岩見沢中心市街地活性化事業

　・岩見沢中心商店街除雪事業

　・岩見沢プレミアム建設券事業

　・無料法律相談

　・SDGs宣言サポート

　・健康経営推進事業

　・新岩見沢商工会議所会館準備室の設置　など

⑥意見活動

　・プレミアム付商品券発行に関する要望

　・令和７年度税制改正に関する要望

　・�プレミアム付建設券時用による地域経済の好循環

推進について

⑦広告活動

　・ホームページアクセス　53,212件

　・Ｅメール情報配信　33回　20,699件（延数）

　・地域FM情報配信　262件（延数）

⑧各種検定　330名受験（延数）

⑨経営相談　1,467件（延数）

⑩金融斡旋　37件

令和７年度 第１回通常議員総会を開催
−令和６年度事業報告・各会計収支決算を承認−

議案第３号　令和６年度各会計収支決算（案）概要について� （単位：円）

区分 前年度繰越
①

収入
②

支出
③

次年度繰越
① + ② - ③

一般会計 7,968,930 57,809,100 56,258,529 9,519,501

特
別
会
計

小規模事業特別会計 0 46,729,095 46,729,095 0
会館特別会計 906,152 8,788,114 8,390,750 1,303,516
退職給与特別会計 28,528,016 1,601,379 1,895,327 28,234,068
会館運営基金特別会計 71,841,192 1,630 0 71,842,822
商工振興基金特別会計 263,975,405 2,152,972 1,852,876 264,275,501

小計 365,250,765 59,273,190 58,868,048 365,655,907
合計 373,219,695 117,082,290 115,126,577 375,175,408
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【Instagram】

（敬称略）
事業所名 代表者 住所 業種

（同）アプローチ 竹下　真也 4条西6丁目8-2 スポーツ施設提供業

アイシン工業㈱ 鈴木　達也 栗沢町由良205番地7 建設機械器具賃貸

木村重機 木村　啓愛 日の出町36-5 建設業

Dzmart岩見沢大和店 柴田　　貢 大和2条8丁目1番地3 飲食料品小売

第30期　岩見沢商工会議所議員職務執行者変更のお知らせ
当所議員について、下記のとおり議員職務執行者変更の届出がありましたのでお知らせします。

　 ■岩見沢液化ガス㈱　　　代表取締役　渡辺　志織　（退任：渡辺　美智留）
■㈱北海道銀行　岩見沢支店　　支店長　廣島　貴人　（退任：中尾　竜実）

会員事業所NEWS

会員事業所NEWS

「焼鳥わがとも」はJR岩見沢駅北口側（徒歩５分）に2024年11月に新規オープ
ンしました。
お店の自慢は焼鳥三船で20年培った鳥串「もつ・精肉」のほか、鶏ダシが効い
たラーメン・蕎麦。さらにもつ鍋（前日までの予約）は３人前からとリーズナ
ブルとなっています！
焼き鳥はもちろん、もつ鍋もテイクアウトも可能ですので自慢の味をご家庭
でもお楽しみいただけます！
※座席数に限りがありますので事前のご予約がオススメです。

焼鳥わがとも

ペットケアサロン

ミトン

【美唄焼鳥】 焼鳥三船から独立した店長が岩見沢駅北口に新しくオープン！

ワンちゃん猫ちゃんの性格や状態に合わせて無理のないお手入れを行います！

【代表】	 三浦　美保
【所在地】	 5条東18丁目31-2
【営業時間】	 9:00～16:30
【定休日】		 土日・祝日
【TEL】		 35-1977

【代表】	 太田　智和
【所在地】	 北2条西4丁目1-30
【営業時間】	 14:00～20:00
【定休日】		 月曜日
【TEL】		 51-5504

【Instagram】

新規開業

新規開業

結
ホール

武部
建設

陸上自衛隊
岩見沢駐屯地

ミトン

岩見沢桂沢線

東
17
丁
目
通

ほくえいわがとも

北3条通

北2条通

岩見沢駅

【ホームページ】
https://petcaresalon-

mitten.com/

「ペットケアサロンミトン」は2025年３月にオープンしました。
オーナーのみで施術を行っているため完全予約制ではありますが、当店では
初回ご来店時にしっかりとカウンセリングを行い、おうちの方のご希望に寄り
添い、愛犬愛猫にとってベストな方法をご提案しています。
「高齢を理由に他店では断られた」「いつもどんな様子なのか見てみたい」など、
様々なお悩みにも対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
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第31期岩見沢商工会議所議員選挙
第30期は10月31日までです

～令和７年は岩見沢商工会議所役員・議員の改選期にあたります～

会費の納入はお済みですか？納入されていない方は、選挙権・被選挙権はありません。

１　商工会議所議員とは
　�商工会議所の最高意思を決定するための議員総会の構成員であって、市内の経済界を代表して商工業者の意思を表

明し、反映させる重要な地位を占めています。

　�また、議員総会において、商工会議所の事業活動に必要な計画及び予算、その他運営等に関する重要事項の審議決

定に参加します。

２　議員選出の区分と定数及び任期
　議員50名は、次の１号・２号・３号議員に区分されています。

　▼１号議員　　31人

　会員及び会員以外の特定商工業者が投票により会員のうちから選挙する議員です。

　▼２号議員　　14人

　会員の所属する部会において、各部会ごとに、部会員の中から選任する議員です。

　�（２つ以上の部会に所属している会員は、２号議員選任の時は、あらかじめ本人の希望により定められた１つの部

会においてのみ、２号議員を選任することができます。）

　第30期において各部会が選任した２号議員の定数は次のとおりです

　▼３号議員　　５人

　１号・２号議員が選任した選考委員によって会員のうちから選任する議員です。

　　ア　商工会議所に対する貢献度の大きい企業であること。

　　イ　岩見沢市の代表的企業であること。　　　　　　　　　 等の視点から選任されます。

　　ウ　当地域に対する貢献度の大きい企業であること。

　�以上のように、それぞれ異なった方法により、会員の中から各号議員は選挙又は選任されますが、議員就任後にお

いては、実質的権限においても、また対外的にも何等の差異はありません。

　なお、議員の任期は３年と定められており、第31期は令和７年11月１日から令和10年10月31日までとなります。

３　議員になるための資格
　会員(特別会員を除く)は、どなたでも議員に選ばれる資格があります。

　�ただし、選挙人名簿作成日（７月31日）までに会費（令和７年度分）を納入したものでなければ選挙権、被選挙権は

ありません。

　また、会員以外の特定商工業者は、１号議員の選挙権１個を持ちますが、被選挙権はありません。

｝

①工業部会　　　　　　１人　　　②建設業部会　　　３人　　　③商業部会　５人
④金融交通不動産部会　２人　　　⑤サービス業部会　３人

〈参考〉
第30期割当数

７月３日㈭　2025いわみざわ彩花まつり（～６日）

　　13日㈰　第63回岩見沢地区珠算競技大会

　　26日㈯　第15回岩見沢技能まつり

　　28日㈪　第170回日商簿記検定試験１級合格発表日

８月１日㈮　第17回岩見沢商工会議所　会頭杯

　　　　　　会員親睦ゴルフ大会

　　21日㈭　無料法律相談

　　23日㈯　くりさわ農業祭（～24日）

　　30日㈯　岩見沢ねぶた祭2025（～31日）

商工会議所で予定されている講習会、相談会、検定日程等の行事をお知らせします！ (７月10日現在)
なおホームページでは、新情報を随時更新しています。　https://www.iwamizawacci.or.jp/

〜７月、８月の会議所行事予定〜
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４　１号議員の選挙
ア　有権者（投票する人）

　��１号議員を選ぶ資格のある人は、会員と会員以外の特定商工業者です。この有権者になるためには会費・特定商工

業者負担金を選挙人名簿作成日（７月31日）までに納入していなければなりません。投票は、選挙人名簿に登録さ

れた会員及び会員以外の特定商工業者が選挙人となり、選挙人は選挙当日投票時間中に自ら投票所に行き、名簿の

対照を経て投票します。なお止むを得ない事由があ

るときは代理投票が可能です。

イ　選挙権個数（投票）

　�会員の選挙権個数は、会費負担口数で決まります。

　�会費１口につき１個の１号議員の選挙権を有します

が、選挙権の個数は50個を超えることができません。

　�会員以外の特定商工業者は１個の１号議員の選挙権

を有します。

５　立候補から１号議員になるまで
ア　立候補者

　��１号議員に立候補しようとする方は、選挙長宛に立

候補届を提出します。また、他人を議員の候補者と

しようとする場合は、本人の承諾を得て、推薦の届

出をすることができます。

イ　提出する文書

①議員の候補者が法人の場合

　履歴事項全部証明書及び役員名簿各１通

②議員の候補者が法人でない団体の場合

　団体を証する文書及び役員名簿各１通

③議員の候補者が個人の場合

　市町村長の発行する身分証明書（住民票で可）

　及び履歴書各１通

６　役員議員の会費口数及び特別会費
　役員（専務理事及び理事を除く）及び議員の会費口数は10口以上となっています。

　また、会費の他に特別会費を納入していただきます。

　その他に、「まつり」関係で協賛金３万円以上をお願いしております。

７　役員について
　１号から３号までの全議員が選任されてから、新議員による第１回の議員総会において選任されます。

　　会頭　１人　　　副会頭　３人　　　専務理事　１人　　　常議員　13人　　　監事　２人

８　部会長等について
　�商工会議所運営の母体である５部会の各部会長１人、副部会長５人以内を各部会において互選することになって

います。

《議員選挙等日程概要（予定）》

年月日 項　目
７月31日（木） 選挙人名簿作成日

９月５日（金）まで ２･３号議員選任終了
９月９日（火）
　　～16日（火）

１号議員
立候補受付期間

9月19日（金） １号議員
立候補者確定

10月１日（水） １号議員選挙日

ウ　選挙費用の分担

　��１号議員の候補者を届出又は推薦の届出をしようとす

るものに対し、届出のとき選挙費用の一部を分担して

頂きます。（第30期の選挙費用分担金は１万円でした）

　�収受した選挙費用の分担金は、いかなる場合において

も返還いたしません。

エ　当選人

　��有効投票数の最多数を得た人の順により当選人とな

ります。

　�なお、当選人を定めるにあたり得票数が同じであると

きは、選挙委員会において選挙長が「くじ」で決めます。

岩見沢商工会議所  新会員募集中！
岩見沢商工会議所は、地域の総合経済団体と
して、地区内商工業者の声をとりまとめ、国
や北海道、岩見沢市等へ要望・提言活動を行っ
ています。
より多くのご意見・ご要望を集約するため、
岩見沢商工会議所では、新会員を募集中です。

商工会議所のサービスをご利用ください！

など、いろいろあります！

ご加入いただける企業を
　　　　　　ご紹介ください

会員交流会税務・経理指導金融相談

労務相談

法律相談

共済制度 講習会・セミナー
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　６月23日の議員総会時に「健康経営サポート事業表彰式」を開催

しました。岩見沢商工会議所では、令和６年度から「健康経営サ

ポート事業」を実施しています。令和６年度において、健康経営に

積極的に取り組んだ上位３企業を表彰しました。

　健康経営の取組みは、健康意識を高めるとともに、従業員の働き

やすい環境づくりにつながることが期待できます。

　当サポート事業は令和７年度も継続して実施しますので、健康経

営を通じて、従業員の活力向上と組織全体の活性化を図っていただ

ければと思います。

中小企業委員会（武蔵輝彦委員長）＆工業委員会（小川有積委員長）合同主催

北海道電力 泊発電所見学会を開催 ～16社21名が参加しました～

中小企業委員会（武蔵輝彦委員長）主催事業

健康経営サポート事業表彰式を開催しました

　６月６日に松浦会頭をはじめ会員企業21名で「北海道電力�泊発電

所」を見学しました。原子力PRセンターとまりん館では、泊発電所の

安全設備や危機管理体制について学びました。発電所構内では、津波

から施設を守るため海抜19mの高さを誇る防潮堤の建設工事が進行し

ていました。この工事では地中の強固な岩盤に直接支持させる「岩着支

持構造」を採用しており、高い耐久性と安定性を実現しています。

　また、発電所の中心的な役割を果たす原子炉は、気密性の高い原子炉

格納容器に守られており、万が一の重大事故時にも放射性物質の拡散

を抑制する仕組みが導入されています。設備の点検や訓練を通じ、日々

リスク管理の徹底をしているそうです。

　さらに、厳格な出入管理や監視カメラによる常時監視が行われてお

り、テロリストや不審者の侵入を防ぐためのセキュリティ体制が敷か

れています。これらの対策は、安心して発電所の稼働を続けるために

欠かせないものと感じられました。この見学会を通じて、安全対策と

環境保護の両面において非常に徹底していることを実感しました。

　岩見沢商工会議所では、低廉かつ安定的な電力の供給確保のため、安

全性を確保した万全の体制による早期再稼働の実現を今後も要望して

まいります。

泊原発３号機

建設工事中の防潮堤

表彰状と健康飲料を贈呈しました

写真右から

㈱ハイテコス  小黒副社長

松浦建設㈱　  松浦社長

共進工業㈱　  新川社長

☜原子力PRセンターとまりん館

上位３企業を上位３企業を
表彰表彰！！！！！！

第１位　㈱ハイテコス (27P)

第２位　松浦建設㈱ (25P)

第２位　共進工業㈱ (25P)

上位企業の特典として、

「会議所だより企業PR枠」

の提供を順次実施してま

いります！！
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24年
12月

25年
１月 ２月 ３月 ４月 ５月

先行き見通し
６月～８月

全 産 業 ▲ 14.4 ▲ 15.4 ▲ 20.5 ▲ 19.2 ▲ 18.5 ▲ 18.0 ▲ 17.4

建 設 ▲ 11.3 ▲ 10.6 ▲ 16.7 ▲ 15.6 ▲ 17.7 ▲ 13.8 ▲ 15.0

製 造 ▲ 21.4 ▲ 20.7 ▲ 25.0 ▲ 24.7 ▲ 23.0 ▲ 22.3 ▲ 17.2

卸 売 ▲ 17.5 ▲ 17.2 ▲ 19.5 ▲ 17.6 ▲ 23.1 ▲ 23.7 ▲ 25.8

小 売 ▲ 20.2 ▲ 19.7 ▲ 28.5 ▲ 23.1 ▲ 23.5 ▲ 25.2 ▲ 23.0

サービス ▲ 3.4 ▲ 9.4 ▲ 13.0 ▲ 13.9 ▲ 8.6 ▲ 8.5 ▲ 11.0

 ※「先行き見通し」は当月に比べた向こう３か月の先行き見通しDI

　日商ＬＯＢＯ調査（早期景気観測）

【５月調査結果のポイント】

　先行き見通しDIは、▲17.4（今月比＋0.6ポイント）高い

水準での賃上げが続いており、消費マインドの改善を下支

えすることが期待される。為替の円高方向へのシフトや、原

油価格の下落といった好材料の動きも見られる。

　一方、コメ価格の高騰など、物価上昇は継続する見込みで

あるほか、人手不足の状況にも改善の兆しは見えない。ま

た、先月から引き続き米国関税措置が日本経済に与える影

響を懸念する声が多数聞かれるなど、今後の動向の不透明

さが拭えず、先行きは慎重な見方となっている。

　各業種から寄せられた特徴的なコメントは以下のとおり。

　５月の業況DIは、▲18.0（前月比＋0.5ポイント）建設業

では、設備投資をはじめとした民間工事の持ち直しで改善

した。小売業は、長引く消費の低迷に加え、為替の円高方向

への推移でインバウンド需要にも落ち着きが見られ、悪化

した。その他の業種では、好材料はありつつも、消費低迷、

米国関税措置への懸念、コメ価格の高騰などが足かせとな

り、ほぼ横ばいにとどまった。設備投資需要は堅調に推移

しているが、米国関税措置が足かせとなっている。コメ価

格を含む物価高により、消費マインドも低迷している。今

年の大型連休はこうした状況に日並びの悪さが加わった

ことで、消費が例年と比べると振るわず、中小企業の業況

はほぼ横ばいにとどまった。

業況DIは、大型連休中の消費が振るわず、ほぼ横ばい
先行きは、米国関税措置への懸念が拭えず慎重な見方

【建設業】

「民間工事の受注が多くなってきているように感じる。コスト増加分の価格転嫁についても、徐々にではあるが進んで

いる」（一般工事業）

「生コンクリート、骨材、アスファルトなど、幅広い品目の建築資材で価格高騰が続いている。労務費も上昇している

ほか、人手不足で社員の高齢化も進んでいる」（土木工事業）

【製造業】

「現状では受注に堅調に推移しているが、取引先は北米への輸出割合が高いため、トランプ関税の動向によっては自社

の受注減につながる恐れもあり、今後の動向を注視している」（民生用電気機械製造業）

「原材料価格上昇分とは別で、労務費上昇分についても取引先に価格転嫁を認めてもらえたので、今後の採算は改善す

る見込みである」（調味料製造業）

【卸売業】

「コメ価格の高騰が落ち着く気配もなく、仕入価格が上昇している。販売価格を抑えることは難しい状況のため、価格

以外の点で自社ならではの独自の強みを訴求できないか検討している」（食料・飲料卸売業）

「アメリカ向け製品を販売する取引先もあるため、トランプ関税がこうした取引先に与える影響を注視している」

（紙製品卸売業）

【小売業】

「物価の上昇に賃金の伸びが追いついておらず、消費マインドが悪化した状態が続いていると感じる」（商店街）

「入荷できるコメの量と種類が限られており、顧客のニーズに応えられない。備蓄米についても取引先の卸売業者が

扱っておらず、入荷できていない状況である」（米穀類小売業）

【サービス業】

「大型連休では例年ほどの恩恵は受けられなかった。コメを含む原材料価格も高騰しており、採算が悪化している」

（飲食店）

「物価上昇による実質賃金の伸び悩みにより、余暇への支出が減っていると感じる。宿泊を伴わない日帰り旅行が増え

ているように思われるため、物販といった日帰り客向けのサービスを強化する必要があると考えている」（宿泊業）
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　商工会議所法では、商工業者法定台帳の作成並びに台

帳の作成、管理及び運用に要する経費の負担金等につい

て定められています。

　特定商工業者とは、商工会議所の毎事業年度開始の日

（４月１日）まで６カ月以上引き続き営業所等を有する商

工業者で、

①資本金額または払込出資総額が300万円以上である者

②�本商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業

員の数が20人（商業またはサービス業に属する事業を主

たる事業として営む者については５人）以上である者

のいずれかに該当する商工業者の方々です。

　商工会議所は法により特定商工業者の台帳の作成・整

備を義務付けられています。また、その台帳にかかる経

費の１部を特定商工業者負担金としてご負担いただいて

おります。

　当所の事業運営にご理解を賜りますようお願い申し上

げます。

� 令和７年７月　岩見沢商工会議所

第７条（定義）の２項

この章において、「特定商工業者」とは、商工会議所の地区内において、第26条の場合においては創立総会終了の日、そ

の他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日（以下この項において「基準日」という。）まで６月以上引き

続き営業所、事務所、工場又は事業場（以下この条において「営業所等」という。）を有する商工業者のうち、次の各号の

いずれかに該当する者をいう。

１　��基準日におけるその商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が20人（商業又はサービス業に属

する事業を主たる事業として営む者については、５人）以上（その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、当

該人数以上の人数を定め、かつ、公告した場合にあっては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した人数以上）で

ある者

２　��基準日における資本金額又は払込済出資総額が300万円以上（その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、

300万円以上の金額を定め、かつ、公告した場合にあっては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した金額以上）

である者

第10条（法定台帳の作成）

１　�商工会議所は、成立の日から１年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳

（以下「法定台帳」という。）を作成しなければならない。

２　�経済産業大臣は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に基いて、前項

に規定する期間の延長をすることができる。

３　経済産業大臣は、前項の期間を延長したときは、遅滞なく、当該商工会議所に通知をしなければならない。

４　商工会議所は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

５　�商工会議所は、毎事業年度開始の日から６箇月以内に、第１項の規定により作成した法定台帳を、その事業年度に

おける法定台帳とするために、訂正しなければならない。

６　�商工会議所は、第１項又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された事項に

変更の生じたことを知つたときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。

７　�特定商工業者は、第１項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該

商工会議所に届け出なければならない。

８　�特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由が

ないのに、これを拒んではならない。

第11条（法定台帳の運用及び管理）

１　商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。

２　商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

３　�商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用し

てはならない。

第12条（負担金）

１　�商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣

の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。

２　商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。

特定商工業者制度について
◎特定商工業者負担金　1,500円

特定商工業者とは（商工会議所法抜すい）



2025年7月のお知らせ

岩見沢商工会議所 令和7年7月10日現在

問合先 岩見沢商工会議所 総務課 TEL:0126-22-3445

無料法律相談開催！

令和7年8月21日(木)

◎弁護士への相談はハードルが高くはあり
  ません。お気軽に相談を！！
◎特別な資料等の用意も必要ありません。
◎早い段階での対処が解決への近道です。

開催日

会員会費の納入は

お得で便利な口座振替で

まだ利用していない方は
ぜひ、お気軽にお問い合
わせください。

好評につき利用者増加中

★窓口に行く手間
☆振込手数料

ゼロに

②①

⑤

④

③ ～岩見沢税務署からのお知らせ～

国税に関する相談はお電話で！！
税の取扱い・申告手続きなどの国税に関するご相談は「電話相談センター」をご利用ください。
税務署では皆様をお待たせしないよう「申告・面接相談の事前予約制」を実施しております。

今月号の同封チラシ一覧
・法律相談申込書 ・商工名簿作成台帳 ・健康セミナー
・ビジネス交流会 ・省エネセミナー ・赤い羽根共同募金 合計 6種類

税務署代表(0126-22-0810)の後、自動音声案内に沿って

「1」を選択 電話相談センター(国税局職員)
「2」を選択 事前予約(税務署交換)

利用方法

小規模事業者経営改善資金(マル経融資)のご案内

小規模事業者経営改善資金（マル経融資）は市内小規模事業所の経営
を応援するために商工会議所の推薦に基づき無担保・無保証・低金利で
融資される日本政策金融公庫の融資制度です。

利率
1.80％

融資限度額
2,000万円

担保・保証人
不要

「国の教育ローン」(日本政策金融公庫)のご案内

国の教育ローン 検索

裏面もご確認ください



岩見沢商工会議所 令和7年7月10日現在

2025年7月のお知らせ
裏面もご確認ください

⑥
岩見沢ねぶた祭2025 ～協賛企業募集～

当所で後援している「岩見沢ねぶた祭」が今年も開催されます。

岩見沢ねぶた祭は、皆様のご支援・ご協力のもと、北海道教育大学岩見沢校の
学生が主体となり市民有志と共に開催しています。
岩見沢ねぶた祭を共に盛り上げるため、企業・団体様からのご協賛のお申し込み
受付をしています。今年も皆様のお力を貸していただけないでしょうか。

問合先 岩見沢ねぶたプロジェクト実行委員会 事務局

TEL: 090-9752-8980（担当：事務局長 高野）

ねぶた祭の協賛について詳細は同封のチラシをご確認ください
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